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■透析医療にかかわる診療報酬改定内容が具体化 

‐ 中医協総会で透析医療の適正化が議論 - 
 

来年４月に改定される診療報酬について、透析医療にかかわる改定内容が少しずつみえて

きました。 

12 月８日に開かれた中央社会保険協議会（中医協）では、透析施設の規模や患者数によ

って効率性が異なるとして、規模に応じた「適正化」を図ることや、合併症のある患者の６

時間以上の透析を評価など、透析に関わる改定項目が複数挙げられました（下図）。 

透析患者へ影響するのではないか、気になる箇所がいくつかありますが、今回は、６時間

以上の長時間透析の評価、施設規模による適正化の二つにしぼって報告します。 
 

６時間以上の長時間透析の評価 

透析（オンライン HDF 除く）の時間は、現在の診療報酬では、「４時間未満」、「４時間以

上５時間未満」、「５時間以上」の３つに分かれています。この区分に、「６時間以上」が新

しく加わるものと思われます。 

これまでの経過から、新設される項目は、その医療が普及・促進される傾向にあるので、

６時間以上の長時間透析が普及することが期待されます。しかし、新設はされるものの、６

時間以上の長時間透析を受ける場合に何らかの条件がついたり、従来の透析時間区分が大き

く再編され、結果的に６時間以上の透析が広がっても、全体として透析時間が短縮になって

いくことにならないか、危惧される部分もあります。 
  

施設規模による「適正化」 

 透析施設規模による適正化では、「施設あたり、同時に透析ができる患者数にばらつきが

見られる」と指摘しています。コンソール 1台あたりの患者数の分布図が示されていること、

「適正化」とあることなどから、患者数やコンソール 1台あたりの使用回数の状況によって、

特に透析患者の多い透析施設の診療報酬が「引き下げ」られるのではないか、危惧されます。 
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